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令和８年度       学校教育目標     京都市立梅津小学校 

 

 創立１５３年の伝統と校風を受け継ぎ、未来に生きる子どもたちのために、「一人

一人の子どもを徹底的に大切にする」という京都市の教育理念のもと、誰一人取り残

さないという確固たる信念と、未来社会の創り手となる子どもを育むという崇高な使

命をもって、すべての子どもに「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育てなけ

ればならない。 

 現代の社会は、急速なグローバル化やデジタル技術の大きな進化等により急激に変

化する時代、先行き不透明で予測困難な時代にある。このような中、持続可能でより

よい世界を目指して国連で採択された国際目標「SDGｓ」の達成に向け、過去の固定

概念から脱却し、これまでの前例に捉われない新しい手法で、国や分野の垣根を越え

て連携する革新的な取組をすべての学校教育の中で推進していくことが必要である。 

梅津の地域に生きる子どもたちには、「地域を学び、地域で学び、地域から学ぶ」

実践を行い、教育の力にまちの発展を託した先人の理念と志を受け継いでほしいと願

っている。そのためには、広い視野と豊かな感性をもち、人権尊重の精神を基盤とし

て、相手を思いやり、共に助け合い、様々な人々と連携・協働しながら、課題を解決

する力を育んでいかなければならない。 

 確かな児童理解を基にして、子どもたち自身が主体的に学ぶ姿を思い描き、学びに

向かう力・全体を俯瞰する力・他者と協働する力を身に付け、課題を発見・解決する

力をもてるようにする。特に育成したい資質能力を「伝え合う力」とし、自らの力で

未来を創造していけるよう、教職員が一丸となって取組を推進する。 

 「信頼される学校」であり続けるために、学習指導要領に掲げられている姿の実現

に向けて研鑽を重ね、学校教育の充実を図っていかなければならない。そのために、

教職員一人一人の意識改革や意欲の高揚とともに、さらに同僚性を高め“すべては梅

津の子どものために”真摯に教育実践に取り組み、「チーム梅津」として教職員が一

丸となって学校教育目標の実現をめざす。 

 

◇ 教育理念 

１ すべての教育活動を通して、人権尊重・人権尊重の精神の高揚を図り、情操豊か 

な児童の育成をめざす。 

２ 達成体験を重視するとともに、自己実現のために「自ら学ぶ力」と「自ら律する

力」を高める児童の育成をめざす。 

３ すべての教育活動において、意図的・計画的・継続的な指導を推進し、豊かな心

の育成を図る。 

４ 児童の安全管理に万全を期すとともに、全教育課程を通して、体力の向上を図り、

健康で安全な生活を営むために必要な能力・態度を育てる。また、「学校は学び

の場であり、安心して生活できる場」であるように、学びの環境を整え、教育設

備・教育環境の充実に努める。 
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５ すべての教育活動で対話を通して児童理解に努め、児童と心をふれ合わせ、児童

の成長や発達を支える発達支持的生徒指導の充実を図り、正しく判断して行動で

きる児童の育成をめざす。 

６ 明確な目標設定、地域や児童の実態をふまえ、地域の教育資源の活用を考慮した 

  指導計画の作成、学習環境・教材・教具の整備、指導課程における評価の充実等

を通して、全ての教職員がカリキュラム・マネジメントの視点をもって実践を重

ね、児童一人一人の確かな学習の成立を図る。 

７ 児童の力を最大限に伸ばすために、常に児童に寄り添った指導を行う。 

８ 教職員一人一人の特性と創意を生かし、学年担任団による複数指導体制をとるこ

とで、学年・学級経営の推進に努めるとともに教職員相互の共通理解を図り、組

織運営上の協力体制を確立する。 

９ 教職の専門性を高め、指導力の向上を期するため、校内研究・研修の充実を図る

とともに、自己研鑽に励み、学び続ける教職員の育成をめざす。 

10 家庭・地域社会・関係諸機関とのコミュニケーションを密にして、相互理解を深

め、児童の健全育成のための協力体制を築く。 
 

◇ 学校経営方針 

すべての児童が輝き、全教職員がやりがいをもって、家庭・地域とともにつくる学校 

～子どもも教職員も生き生き・笑顔あふれる梅津校～ 
 

◇ 学校教育目標 

 

 

 

◇ めざす子ども像 

 

 

➢ 考えながら聴く子 
・・・ 思考力・判断力の育成 

➢ 自信をもって話す子 
・・・ 伝える力・表現力の育成 

➢ みんなのためにがんばる子 
・・・ 奉仕の精神・思いやりなどの豊かな心の育成 

➢ 誰にでも気持ちのよいあいさつをする子 
・・・ コミュニケーション能力など他者と協働する力の育成 

➢ いのちを大切にする子 
・・・ 人権を大切にする力・いじめを許さない・命に感謝する心の育成 

 

進んで学び、自らの力で未来を切り拓く子ども 

― 伝え合う力を高め、学びを深める学習を通して ― 

考えながら聴く子 自信をもって話す子 みんなのためにがんばる子 

誰にでも気持ちのよいあいさつをする子 いのちを大切にする子 
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＜具体的な教育実践＞ 

① 学年経営を基盤とする学級経営の充実 

・すべての教育活動の基盤は「学級」であるという認識のもと、丁寧に子どもと 

関わり、子どもの居場所づくりと自尊感情の向上をめざす。 

・教育活動全体を通して、互いに支え合い、高め合う集団づくりを行う。（児童会 

活動、縦割り活動等、子どもの主体的・自発的な活動の重視） 

・自己指導能力の獲得のために、生徒指導の実践上の４つの視点（自己存在感の 

感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸 

成）を意識した教育活動の推進を図る。 

・学習ルールの確立と規律ある学習集団を育成する。 

・教室環境の整備 

・学年として、足並みを揃えた教育活動の実践 

・学年担任団による複数指導体制をとることで、子どもが安心して学び、生活 

できる学校づくりにつなげる。 

② 指導法の改善・工夫 

・教材の開発、資料作成など「楽しく分かる授業」の充実 

・これまでの教育実践の上に立った支援と指導 

・2nd GIGA(GIGAスクール構想第二期)の推進（「GIGA開き」 ICT 活用を通した 

学習活動の充実） 

・ICT機器やデジタルコンテンツ、「データベース」の有効活用 

③ 授業の質的改善 

・すべての教育活動を通して、「資質・能力の三つの柱」を偏りなく育成する。 

  ‣「何を理解しているか、何ができるか」：知識及び技能 

  ‣「理解していること・できることをどう使うか」：思考力、判断力、表現力等 

  ‣「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」 

：学びに向かう力、人間性等 

  ・本校で目指す資質・能力「伝え合う力」を育成するため、個別最適な学びと協 

働的な学びの一体的充実を図り、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授 

業改善に取り組み、学びの質を高める。 

  ・社会とのつながり・接続を実感できる授業（子どもが自分事としてとらえられ 

る学び）への改善と個々の学びの自覚を促す評価 
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・すべての教科等で「めあて・目標」「振り返り」の学習活動を取り入れる。 

・目的を明確にした子ども同士の学びを取り入れながら基礎基本の定着を図る。 

・課題の発見・解決に向けた学びを重視し、「学ぶ楽しさ」「分かる喜び」が実感 

できる授業を構築する。 

④ 体験活動を軸に、学ぶ喜びを味わえる教育活動の推進 

・「自然・なかま・規律」をめあてにした自然体験活動を推進する。 

・福祉・勤労体験の充実を図る。 

⑤ 規範意識の育成 

・「梅津小学校のきまり」を基にした生活を確立し、自らを律し行動できる取組 

を推進する。 

・人と人とのつながりを大切にし、きまりやルールを守ることの必要性を実感で 

きる取組を推進する。 

  ・ICT 活用やインターネット、SNS活用上のマナー、情報モラルに関する正しい 

判断力の育成 

⑥ 個を見つめ、個に応じた教育の展開 

・確かな児童理解（いかに子どもとかかわるか、子どもをどう見るか、子どもの 

何を見るか）、多様性を理解する姿勢 

・一人一人の実態に応じた適切な指導と支援の充実（個別の指導計画等の活用に 

よる個別最適な学び） 

・食物アレルギーへの対応 

⑦ 家庭学習の充実 

・授業と連動させながら、主体的な学びにつながる自学自習の習慣化を図る。 

・学習を中心とした生活リズムの確立 

・家庭との連携・協力を図りながら、主体的に学ぶ意欲や態度を育む。 

⑧ 職責の自覚と働き方改革の推進 

・「子どもの豊かな育ちのために、教職員の資質および職能を高める」 

   ‣ 教育改革に対応するための校内研修の充実 

   ‣ 積極的に授業を公開し、必要に応じて管理職が指導助言を行う。 

   ‣ 研究会活動や総合教育センター主催の研修会に積極的に参加し、自らの力量

を高めるために自己研鑽に励む。 ※第４金曜 全市スキルアップ DAY（小） 

・「教職員の資質の向上」高い規範意識をもち、危機管理意識の高揚 



5 

 

   ‣ 不祥事の撲滅、パワハラ・セクハラの厳禁、個人情報の厳正なる管理により、 

    教育公務員としてのプロ意識、自己責任感、社会人としての常識を磨く。 

   ‣ 子どもが抱える課題（いじめ、不登校、ＳＮＳの問題、暴力、事故、伝染病、

給食、不審者対応など）への危機管理意識を高める。 

   ‣ 災害対策などに対する危機管理を高める。 

・「豊かに生きる教職員を支える働き方改革の継続」 

   ‣ 「働き方改革」で生き生きとした姿で子どもたちと向き合う時間の確保 

   ‣  魅力あふれる学校づくり 最高の笑顔で子どもたちを迎える学校 

‣  教育の担い手（学び続ける教職員）の育成・支援 研修体制の充実 


